
１．経緯：1992年採択（リオ地球サミット）
1993年締結・発効

２．目的：①生物多様性の保全
②生物多様性の構成要素の持続可能な利用
③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分

３．特徴：先進国の資金により、開発途上国の取組を支援する資金援助の仕組みと先進国の技術を開発
途上国に提供する技術協力の仕組があり、経済的・技術的な理由から生物多様性の保全と持続可能な
利用のための取組が十分でない開発途上国に対する支援が規定されている。

（第12条：研究及び訓練、第16条：技術の取得の機会及び移転、第18条：技術上及び科学上の協力、第
20条：資金）

４．締約国数：196ヶ国・地域（含EU、パレスチナ／米は未締結）
５．事務局：カナダ（モントリオール）

事務局長代理（2023.3時点）：Mr. David Cooper（UK）
※前事務局長（Ms. Elizabeth Maruma Mrema(タンザニア)）の退任に伴い事務局長を代理。現在、次期事務局長を選考中。

【生物多様性条約（CBD）とは】

締約国会議
（２年に１回）

COP

SBSTTA
科学技術助言
補助機関会合

SBI
条約実施

補助機関会合

OEWG
公開作業部会

科学技術的な見地からCOP及び他の補助機関に対して助言を行う。

条約の実施状況について科学技術的な見地以外の観点からCOP及び他の
補助機関に対して助言を行う。

非常設で、COPの決定に基づいて開かれる会合。
※新たな世界目標（昆明・モントリオール生物多様性枠組）やDSIについ
て検討

生物多様性条約（CBD）について

【会議の構成】
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• 地球上の気候と生物多様性の間には複雑な相互作用があり、人間
社会に大きく影響する。

• 人間活動と気候変動の生物多様性への影響が増大、自然と自然の
恵みを損なっている。（水産資源の枯渇、熱波、森林火災等）

• 気候変動影響と生物多様性の損失は、現代の生態系と人間社会へ
の深刻な脅威。（生物の分布変化、森林炭素貯蔵の減少等）

• 気候変動緩和策には、生物多様性に貢献するものもあれば損なうも
のもある。
（例：マングローブ保全vs.バイオ燃料作物の大規模栽培）

キーメッセージ

生物多様性と気候変動

 2021年に開催された「生物多様性と気候変動に関するIPBES-IPCC合同ワークショッ
プ」では、気候と生物多様性の間には複雑な相互作用があり、生物多様性は人や生態系が
気候変動に適応する助けになること、また、気候、生物多様性と人間社会を一体的なシス
テムとして扱うことが効果的な政策の鍵であるなどと報告。

• 生物多様性は、人や生態系が気候変動に適応する助けになる。生
物多様性損失を防止、抑制または反転させる対策は気候変動
適応に貢献する。
（30-50%の陸域・海域生態系の効果的な保全）

• 気候、生物多様性と人間社会を一体的なシステムとして扱うこと
が効果的な政策の鍵。都市や農⼭漁村地域での生物多様性保全と
気候変動対策の統合が有効。

• 自然を活用した解決策は、気候変動適応と自然及び自然の恵みの
間のコベネフィットを生む。

• 社会生態系におけるガバナンスの変革が、気候と生物多様性のレ
ジリエンス(回復力)がある将来の発展経路を導く。

9



■事務局 ドイツ（ボン）
・ 2012年４⽉設立、独立した政府間組織として運営

■参加国 139ヵ国

■機能
・ 知見生成、科学的評価、政策立案支援、能力開発の４つの機能を柱とする

■実施方法
・ アセスメントのテーマごとに公募で選出された世界レベルの自然科学者・社会科学者等が、

既存の論文等の知見を集約

■これまでの主な評価報告書
・ 2016年２⽉、第４回総会（マレーシア・クアラルンプール）

花粉媒介者、花粉媒介及び食料生産に関するテーマ別評価報告書
・ 2018年３⽉、第６回総会（コロンビア・メデリン）

土地劣化と再生に関するテーマ別評価報告書
・ 2019年４⽉、第７回総会（フランス・パリ）

生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書
・ 2022年7⽉、第９回総会（ドイツ・ボン）

野生種の持続可能な利用に関する評価報告書
・ 2023年8-9⽉、第10回総会（ドイツ・ボン）

侵略的外来種と生物多様性の利用に関する評価報告書

■現在実施中の評価
侵略的外来種評価、ネクサス評価、社会変革評価、企業と生物多様性評価

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
（生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム）

【目的】生物多様性に関する科学と政策のつながりを強化し科学を政策に反映させる

2022年：野生種評価2019年：地球規模評価

2018年：土地劣化評価2016年：花粉媒介評価

（参考）IPBES（生物多様性版IPCC）
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•愛知目標（2011-2020）採択

•名古屋議定書の採択（遺伝資源の取得に際し、提供者と契約締結）

•メキシコ・カンクン宣言（農林水産業、観光業における生物多様性の主
流化）

•エジプト・シャルムエルシェイク宣言（エネルギー・鉱業、インフラ分野、製
造・加工業及び健康分野における生物多様性の主流化）

•ポスト2020生物多様性枠組に係る指標及び数値目標など目標案に関
する検討(オンライン)

•昆明宣言（ポスト2020生物多様性枠組の重要項目等について閣僚
級でコミット）

•ポスト2020生物多様性枠組に係る指標及び数値目標など目標案に
関する検討（対面）

• 昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択
※DSI（遺伝資源のデジタル配列情報）の利益配分メカニズムを策定すること等も決定

【昆明・モントリオール生物多様性枠組（ポスト愛知目標）採択の道筋】

2018
(COP14)

2021
SBSTTA
OEWG

2021
（COP15-1）

2010
（COP10）

2016
（COP13）

2022
（COP15-2）

2021年10⽉のCOP15第1部は原
則オンラインで開催。中国の習
近平国家主席、英国のチャール
ズ皇太子、ロシアのプーチン大
統領等ハイレベルがビデオ参加。

愛知目標の達成状況

COP15
COP15はパンデミックの影響で、
原則オンラインの第１部と対面開
催の第２部に分けて開催。

昆明宣言
・COP15第１部の閣僚級会合（ハ
イレベルセグメント）で採択。
・ 宣 言 は 、 2022 年 ４ - ５ ⽉ の
COP15第2部における「ポスト
2020生物多様性枠組」の採択に
向けた決意等を記載。

2022
SBSTTA
OEWG

愛知目標と達成状況：部分的に達
成した目標：６（黄色囲み）、未
達成の目標：１４（赤囲み）

2030年までに
生物多様性の損失を止め反転させる

生物多様性条約におけるこれまでの締約国会議等の経緯
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【概要】
開 催 期 間
開 催 場 所

参加国・人数

：2022年12⽉７日～19日
：カナダ・モントリオール

議 長 国 ：中国
：153の締約国・地域の他、関連機関、市民団体等から9,472人が参加。

我が国からは、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省及び金融庁からなる代表団が出席。

【主たる結果】
 2030年までの新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組（Kunming-

Montreal Global biodiversity framework）」が採択。
 我が国からは、西村環境大臣が出席し、新枠組への我が国の立場について発信。日本の貢献と

して、2023年から2025年にかけて1,170億円規模の生物多様性関連の途上国支援を行うことを新
たに表明。

 農林水産省からは、勝俣副大臣が「持続可能な生産・消費・循環経済に関するハイレベル対話
」イベントに出席し、「みどりの食料システム戦略」を通じて得られた経験や生物多様性保全の
取組を紹介。また、「みどりの食料システム戦略」や農林水産業における生物多様性保全の取組
等についてパネル展示。

（イベントにて発言する勝俣農林水産副大臣） （パネル展示の様子）（新たな枠組の採択の様子）

生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）第二部の結果
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生物多様性に係る国際的議論と日本の主な対応

○1992年、特定の地域の生物種の保護等を目的とした従来の国際条約を補完し、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うた
めの国際的な枠組みとして生物多様性条約が採択された。

○1995年、条約に基づき日本は生物多様性国家戦略を策定。それ以降、農業を生物多様性への正及び負の影響を持つものとしつつ、環境保全型農業や有
機農業の推進等の施策を通じて生物多様性と農業の調和を進めている。

○2000年以降、新たな技術、環境・社会問題を踏まえ、第10回締約国会議（COP10）で2020年目標（愛知目標）を決定。2021年と2022年に２
部に分けて開催された第15回締約国会議（COP15）で2030年目標（昆明・モントリオール生物多様性枠組）が採択された。

国際的な議論の変遷

生物多様性の保全に関する議論の高まり（1980年代後半）

特定の地域の生物種の保護等を目的とする従来の国際条約を補完し、
生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行
うための国際的な枠組みを設ける必要性が国連等において議論された。

生物の多様性に関する条約（1992年採択 1993年日本締結）

日本の主な対応

①生物多様性の保全
②生物多様性の構成要素の持続可能な利用
③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

を目的とした条約。2022年時点で196の国と地域が加盟。

第15回締約国会議（2021,2022）

第10回締約国会議（2010）

愛知目標の達成状況等を踏まえ2030年目標（昆明・モントリオール生物
多様性枠組）を採択。陸と海のそれぞれ30%以上を保護・保全
（30by30目標） 、環境中に流出する過剰な栄養素や化学物質等（農薬
を含む。）による汚染のリスクの削減をはじめとする23の個別目標を設定。

戦略計画2011-2020（愛知目標）を採択。
海域の10％、陸域の17%の保全をはじめとする20の個別目標を設定。

生物多様性国家戦略（1995）

 生物の多様性に関する条約第６条に基づき各国が策定する基本計画。
 本文において、水田農業は生物多様性の保全に貢献する農法であるとしつつ、経済性を重
視した化学肥料、化学農薬の不適切な利用、また、担い手の減少に伴う里山の荒廃による
生物多様性への悪影響を問題視。環境保全型農業の推進を明記。

 国別目標（13目標）とその達成に向けた主要行動目標（48目標）、陸域からの窒素・
リン流入負荷量等、国別目標の達成状況を測るための指標（81指標）を設定。

生物多様性基本法（2008）

 生物多様性の保全と利用に関する施策を進めるうえでの考え方が示され、農業関連では、里
山をはじめとする地域固有の生物多様性の保全、有機農業の推進、野生生物による農業
被害対策について記載。

生物多様性国家戦略2012-2020（2012）

生物多様性国家戦略2010（2010）

 第10回締約国会議を踏まえ、目標年を明示した総合的・ 段階的な目標を初めて設定。
 エコファーマーの認定件数やバイオマスの利活用率をはじめとする35の数値目標を設定。

生物多様性地域連携促進法（2010）

 生物多様性の保全のための活動の促進を目的とした法律。基本方針には、農林漁業に係
る生産活動と保全活動の調和への配慮に関する記載が求められている。

生物多様性国家戦略2023-2030（2023）
 第15回締約国会議を踏まえ、2030年までにネイチャーポジティブを実現することを目標に

掲げ、五つの基本戦略と状態／行動目標（40目標）を設定。
 農林水産省においても、2007年に策定した「農林水産省生物多様性戦略」を改定し、国
家戦略に施策を反映。 14



農林⽔産分野における生物多様性保全の取組の流れ
○ 農林水産業は生物多様性に立脚する産業であり、生物多様性と密接に関連している。生物多様性保全を重視し

た農林水産業を強力に推進するため、平成19年より、農林水産省生物多様性戦略を策定し、施策を推進する
とともに、生物多様性国家戦略に反映。

○ みどりの食料システム戦略や令和４年12⽉に採択された｢昆明・モントリオール生物多様性枠組」等を踏まえ、
令和５年３⽉に本戦略を改定。

農林水産省生物多様性戦略 国家戦略 世界目標

2007.7 農林水産省生物多様性戦略 決定

2012.2 農林水産省生物多様性戦略 改定

2021.5 みどりの食料システム戦略
2022.5 みどりの食料システム法

2023.3 農林水産省生物多様性戦略 改定

1995.10 生物多様性国家戦略

2002.3   新生物多様性国家戦略

2007.11 第三次生物多様性国家戦略

（2008.6 生物多様性基本法）
（2010.12  生物多様性地域連携促進法）

2010.3 生物多様性国家戦略2010

2012.9 生物多様性国家戦略2012－2020

2023.3 生物多様性国家戦略2023－2030

2002.4 戦略計画
2010年目標（COP6）

2010.10 戦略計画2011－2020
愛知目標（COP10）

2022.12 昆明・モントリオール生物
多様性枠組（～2030）
（COP15）

2021.5 みどりの食料システム戦略
2022.5 みどりの食料システム法
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新たな農林水産省生物多様性戦略の概要（2023年３月改定）
改定の背景

施策の方向性

【背景】
○ SDGs（持続可能な開発目標）の採択

○ 自然資本を生み出す生物多様性の価値に対
する認識の広がり。一方で食料システムが生物
多様性の喪失に最大80％寄与との指摘。

○ ビジネスと生物多様性の関係性が強まる
（G7「2030自然協約」、TNFD発足）

【生物多様性を取り巻く新たな目標】
○ 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の
両立を図る「みどりの食料システム戦略」の策
定（2021年５⽉）と2050年目標、2030年中
間目標の設定

○ CBD・COP15において、2030年を目指し
た新たな世界目標「昆明・モントリオール生物
多様性枠組」の採択（2022年12⽉）

今後10年間を見通した農林⽔産業における
生物多様性の課題とサプライチェーン全体で

取り組む施策の方向性を示す必要

2030ビジョン
農⼭漁村が育む自然の恵みを生かし、環境と経済がともに循環・向上する社会

2030 ビジョンと基本方針

（地球環境）
生物多様性や気候変動等の環境課題を一体的に捉え、国内外の多様な主体と協働で取り組む

（サプライチェーン）
サプライチェーン全体での理解・行動とコスト負担を通じた生物多様性の主流化

（農業）
生物多様性保全をより重視した農畜産業、生産技術

（森林・林業）
森林の有する多面的機能の発揮に向けた適切な森林の整備・保全と持続可能な利用

（⽔産）
海洋環境の保全・再生、資源管理の推進、生物多様性に配慮した漁業・栽培漁業

（野生生物）
農林水産業や生態系等への鳥獣等被害防止対策と外来生物対策

（資源循環）
生物多様性に配慮した調達・流通・消費と資源循環の構築

（理解醸成と行動変容）
食育や体験を通じた理解の醸成、持続可能な生産消費の促進

（農林⽔産空間）
農山漁村の活性化、田園や里地里山里海を通じた保全、景観・防災等公益的機能の発揮

（遺伝資源）
有用な遺伝資源の保全と持続可能な利用、多様性の確保

（調査研究と見える化）
生物多様性の評価手法、保全の取組の見える化、ESG金融や企業評価への活用ネイチャーポジティブの概念図

基本方針
（１）農山漁村における生物多様性と生態系サービスの保全
（２）農林水産業による地球環境への影響の低減と保全への貢献
（３）サプライチェーン全体での取組
（４）生物多様性への理解と行動変容の促進
（５）政策手法のグリーン化 （６）実施体制の強化
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